
  

 
ＰＦＩ事業評価基準 

 

１．ＰＦＩ事業実施に向けた事業の評価項目及び評価の視点 

評価項目は「個別事業における評価」，「自己資金等の活用等」，「ＶＦＭ」，「潜在するリスクの低

減」，「事業形態・範囲」，「大学の事務体制」の６項目とし，各項目の評価基準（視点）は以下のと

おりとする。 
 （１）個別事業評価（施設検討会による評価） 

概算要求における個別事業の評価でＳ評価を受けた事業であること。 
 

 （２）自己資金等の活用等 
自己資金等の活用等により財政面の創意工夫等がなされた事業か。 
 

 （３）ＶＦＭ※１ 

金利変動等のリスクを考慮し，一定以上の（適正な）ＶＦＭが必要。 
（導入可能性調査を実施している場合） 

導入可能性調査結果において，以下のＶＦＭが見込める事業であること。 

ａ）定量的な評価は，導入可能性調査による数的結果を評価する。 

ｂ）定性的な評価は，事業化に向けての取組を評価する。 
（導入可能性調査を実施していない場合） 

同種の事例の過去の実績により，以下のＶＦＭが見込める事業であること。 

ａ）定量的な評価は，類似の前提条件により算出された過去のＰＦＩ事業のＶＦＭの実績

（以下「参考ＶＦＭ」という。）または，過去の同種事業における実績値等を用いて算

出したＶＦＭ（以下「簡易ＶＦＭ」という。）を評価する。 

ｂ）定性的な評価は，事業化に向けての取組を評価する。 
※１：ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドラインを参照 
 

 （４）潜在するリスクの低減 

①基本構想等の策定 

②改修事業における建物の基礎資料等 

ａ）設計図書等の有無 

ｂ）耐震診断の実施の有無 

ｃ）現況調査の実施の有無 
 

 （５）事業形態・範囲（民間の資金力，経営能力，技術的能力を発揮できるか） 

①事業形態・規模等が民間事業者にとって魅力的なものになっており，民間事 業者の参入意欲

はあるか。 

②事業の中に，民間事業者の創意工夫が特に活（い）かせる分野（運営業務の充実等）が含ま

れているか。 
 

 （６）大学の事務体制 

ＰＦＩ事業の実施のための十分な体制がとれているか。また，全学的体制（責任体制）が構築されて

いるか。 



  

２．ＰＦＩ事業実施に向けての評価項目別の評価及び総合評価の基準 

（１）評価項目別の評価 

評 価 項 目 評 価 基 準 

１．概算要求における個別事

業評価 

ａ Ｓ評価を受けた事業 

ｂ Ｓ評価以外の評価を受けた事業 

２．自己資金等の活用等 ａ 財源面での創意工夫等が認められる 

ｂ 財源面での創意工夫等がおおむね認められる 

ｃ 財源面での創意工夫等が認められない 

３．ＶＦＭ 

（詳細は VFM 評価表による） 

ａ 定量的にも定性的にも効果が認められる 

ｂ 定量的な効果が認められるもの 

ｃ 
定量的にも定性的にも効果が認められない 
又は定性的な評価のみが認められる 

４．潜在する

リスクの

低減 

 

①基本構想

等 

ａ 策定済み 

ｂ おおむね定まっている 

ｃ 移行計画等重要な要素について未調整 

②設計図書等 

 

ａ 原設計図，構造図，設備図，改修図等建物の基礎資料を完備 

ｂ 上記資料についておおむね完備 

ｃ 重要な図書がなくまた，それを補完する調査が未実施 

③耐震診断 

 

ａ 耐震診断及び補強計画が完了 

ｂ 耐震診断及び補強計画が未完 

④現況調査 

 

ａ 
躯体（くたい）の劣化度，瑕疵（かし）の有無等事業者とのリスク

分担を明確にするための詳細な現況調査を実施 

ｂ 
躯体（くたい）の劣化度，瑕疵（かし）の有無等事業者とのリスク

分担を明確にするための詳細な現況調査をおおむね実施 

ｃ 未実施 

５．事業形態・範囲 ａ 事業形態・範囲において民間の参入意欲や創意工夫が期待できる 

ｂ 
事業形態・範囲において民間の参入意欲や創意工夫がおおむね期待

できる 

ｃ 事業形態・範囲において民間の参入意欲や創意工夫は期待できない 
６．大学の事

務体制 

 

学長，副学長を

ﾄｯﾌﾟとする全

学的責任体制 

ａ 構築されている 

ｂ 未構築 

 

（２）総合評価 

総 合 評 価 評 価 基 準 

Ｓ判定 

 

総合的に優れており，ＰＦＩで実施可能な

事業 

すべての評価項目の評価がａ評価であるもの 

Ａ判定 

 

総合的な適性が高く，ＰＦＩで実施可能な

事業 

評価項目のうち，「１，２，３，４－③，５，６」

がａ評価で，その他がａ又はｂ評価であるもの 

Ｂ判定 

 

ＰＦＩの可能性があるが，計画の見直し等

の検討を行う事業 

評価項目のうち，「１，４－③，６」がａ評価で，

その他がａ又はｂ評価であるもの 

Ｃ判定 ＰＦＩの可能性が低い事業 評価項目のうち，「１，４－③，６」がｂ評価で，

その他がｃ評価であるもの 

 



  

ＶＦＭ評価表 
定量的評価 

項   目 内     容 評 価 

（１）ＶＦＭの評価（総括） 事業の安定性が確保できる数値 
認められる 

認められない 

※導入可能性調査を実施していない場合は、同種の事例の過去の実績により，「参考ＶＦＭ」または「簡

易ＶＦＭ」を評価する。 

 
定性的評価 

項    目 内     容 評 価 

（２）ＶＦＭの評価（総括） 

定性的な評価項目を評価し，項目「１」～「４」

が○であり，項目「５」が×でなければ認め

られる。 

認められる 

認められない 

１.民間事業者や金融機関か

らのヒアリングにおいて

優良な評価の有無 

具体的な内容を記載 ○又は× 

２.ＰＦＩ事業を実施するこ

とによるサービスの質の

向上等の有無 

具体的な内容を記載 〃 

３.適切なリスク分担の実施

の有無 
具体的な内容を記載 〃 

４.事業の安定性を図るため

の工夫の有無 
具体的な内容を記載 〃 

５．その他 

・実施する上での検討課題等の解決がなされ

ているか否かについて記載。 

・×ではないが引き続き検討を要する事項に

○又は× 

 

「継続」 

 


